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Ⅰ.公定価格の概要 

○ 給付に係る財政措置は次のとおり。消費税増収分等を財源として、公私ともに質改善等が図られる。 
私立施設及び地域型保育給付 ・・・国１／２、都道府県１／４、市町村１／４ 

※教育標準時間認定の子どもに係る給付・財政負担等については経過措置がある。 

公立施設（地域型保育給付を除く） ・・・市町村10／10（地方交付税措置による一般財源） 
 

○ 市町村が定める利用者負担額のほか、「実費徴収」（通園送迎費、給食費、文房具費、行事費等）、それ 
以外の「上乗せ徴収」（教育・保育の質の向上を図るための対価。事前説明・書面同意を要する）も可。 

○ 市町村の確認を受けた施設・事業は、公定価格により財政支援を保障。 
 

「公定価格」･･････教育・保育、地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定め 
る基準により算定した費用の額 

 

「利用者負担額」･･政令で定める額を限度として保護者の世帯の所得の状況その他の事情を勘案し 
て市町村が定める額 

「給付費」＝「公定価格」－「利用者負担額」 

全国統一費用部分 

実費・上乗せ徴収 

施設型 
給付費 
(公費 で
負担） 

法定 
代理受領 

＝ 

利用者負担額 
（施設で徴収） 

利用者負担額 
（市町村で徴収） 

公定 
価格 

（国で告示） 

公費負担額 
委託費 
として 
支払い 

実費徴収 

※上乗せ徴収は市町村と協議 

実費・上乗せ徴収 

利用者負担額 
（施設で徴収） 

保育認定 
(地域型保育給付も同様) 

「公定価格」と「国 
庫負担対象額」の 
差額、地域の実情 
等を参酌して市町 
村が定める 

教育標準時間認定 
（経過措置） 

← 地方単独費用部分 
市町村負担 

＋都道府県補助 

国庫負担 
対象額 

公定価格 
（国で告示） 

≪施設型給付≫              ≪委託費≫ 
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認可基準等 
 

➣施設・事業の適切な運営を確保するための 
基準等 

 

・職員配置基準 
 

・施設基準 
 

・施設・事業に求める実施内容等 

【参考：各事項の関係（公定価格関係）】 

確認制度 
 

➣公費による財政支援の対象となることを確認 
するための基準等 

 

・利用定員 

・運営基準 

公定価格 

➣左の各事項を踏まえ、教育・保育に要する費用を 
算定 

○共通要素① 

・認定区分・年齢別 
 

・保育必要量 

・利用定員別 

・地域区分別 
 

○共通要素② 

・人件費 

・事業費 

・管理費 
 

○各種加算等 
 

○その他 

利用者負担 

・利用者負担の水準 
 

・実費徴収、上乗せ徴収 

保育の必要性の認定 
➣給付等の支給に当たって必要な認定の基準 
等 

・認定区分 
①教育標準時間認定(３歳以上) 

②保育認定(３歳以上)、③保育認定(３歳未満) 

・保育必要量 
(保育標準時間・保育短時間) 

※ 定員区分については、市町村が確認する 
 教 育 ・保 育施 設や 地域型 保 育事 
業の 利用 定  
 員 を用いる。 



公費のしくみ【幼稚園】 

法律に基づき国・道・
市町村に負担義務 

◎主な相違点 
• 幼稚園に対する公費は、

現行制度と新制度では大き
く異なる。 
○現行制度（私学助成） ： 

「保育料の水準」＋「私学助
成の水準」が運営経費に影
響。 
○新制度（施設型給付） ： 

「公定価格の水準」が運営
経費に影響（保育料の水準
は運営経費に影響しない）。 
• 利用者にとっては、施設型

給付の幼稚園になると、保
育料は市が所得に応じて定
めた金額になる。 



公費のしくみ【保育所】 

法律に基
づき国・
道・市町
村に負担
義務 

◎ 名称等は変更になるが、大枠の仕組みはこれまでと変更なし。 



教育標準時間（１号）認定に係る公定価格の基本構造イメージ 
※幼稚園の場合 



保育標準時間・短時間（２号・３号）認定に係る公定価格の基本構造イメージ 

※保育所の場合 



現行と新制度移行後の収入比較について【私立幼稚園（認定こども園含む）】  





Ⅱ.利用者負担について 
 
 ○新制度の利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案してさだめることと 
 されて、現行の幼稚園、保育所の利用者負担の水準を限度として、実施主体である市町村が定 
 めることとなる。  
○国が定める水準は、最終的に平成27年度予算編成を経て決定することとなる。  
※ 国が定める水準については、１号給付、２・３号給付それぞれにおいて、施設・事業の種類を問 
  わず、同一の水準としている。 



（国が示したイメージ（案）） 




